
更生手続開始の申立て（17）

保全処分等（24～40） ⊃

更生手続開始の申立ての棄却

更生手続開始の決定（41～44） ＝

更生債権等の届出（138～143）

更生債権等の調査（144～150）

更生債権等の確定のための
裁判手続（151～163）

更生計画案の作成・提出
（167～188）

更生手続の廃止（236Ⅰ、Ⅱ）

更生計画案の決議（189～198）
＜可決要件（196Ⅴ）＞

更生手続の廃止（236Ⅲ）

更生計画の認可（199Ⅱ）

更生計画の不認可（199Ⅳ）

更生計画の遂行（209～232）

更生手続の廃止（241）

更生手続の終結決定（239） 職権破産宣告（11、12）

保全管理人、監督委員の選任

管財人の選任

財産価額の評定
貸借対照表・財産目録の
作成・提出等
（83～85）

否認権の行使（86～97）

更生会社の役員の責任の
追及（99～103）

事業の更生

更生計画
認可前の
営業譲渡
（46）

担保権消滅
の請求
（104～112）

新株発行
社債発行
資本減少
営業譲渡
株式交換
株式移転
会社分割
合併等

事
業
の
維
持
継
続

新会社更生手続の流れ

更生計画の変更
（233）

経済的破たん
（更生手続開始
の原因の発生）

 



担保権消滅の制度の手続のフロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担保権消滅の許可の申立て 

担保権消滅の不許可の決定 

担 保 権 消 滅 の 許 可 の 決 定

被申立担保権者に決定書・

申立書の謄本を送達 

価額決定の請求 

財産の価額の決定

金銭の納付＝担保権消滅 

（納付前の）管財人への交付決定

（納付後の）管財人への交付決定 

担保権者に対す

る配当等の手続

納付された金銭
を管財人に交付

更生計画認可前に

更生手続が終了 

更生計画認可 

第 111 条

即時抗告 

管財人に即時抗告権なし 

第 110 条 

第 109 条 

更生計画を決議に付する決定がさ

れるまでの間に限る。 

申立額に不服なし 申立額に不服あり 

費用負担（第 107 条） 

確定した決定によ

り定められた額に

よる納付 

第 106 条 

第 105 条

管財人にのみ申立権あり 

第108条 

申出額による納付 

第 112 条

第 104 条

納付すべき金額が確定した後であれ

ば、 納付前でも決定することがで

きる。



《査定・異議の手続と価額決定の手続との関係》 
更生担保権の内容を確定する手続 

査定の手続（第 151 条） 
 

異議の訴えの手続 
  （第 152 条） 

 

 
 
 

担保目的物の価額を確定する手続 

  

 
 

被担保債権の存否、額 

先順位担保権の存否、その被担保債権の額 

担保目的物の価額（異議等のない価額） 確定した価額 

更 生 担 保

権 の 内 容

の 確 定 の

前提となる

要素 

異議の

訴え 査
定
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判 

被担保債権の存否、額 

先順位担保権の存否、そ

の被担保債権の額 

確定した価額 

価額決定

の申立て 
評価人

の評価 

価額を

定める

決定 

即時抗告 即時抗告
審の決定 

価
額
の
決
定 更生担保権の

内容が確定 

第 155 条 
新たな価額決定手続 

第 153 条 第 154 条 

査定の申立て
異
議
の
訴
え
に
つ
い
て
の
判
決 



民事再生手続と会社更生手続との比較 

 

会社更生手続 
 民事再生手続 

旧会社更生法 新会社更生法 

適用対象 限定なし 株式会社のみ 

事業経営 

・現経営者が引き続き経営

にあたるのが原則 

・裁判所の判断により例外

的に管財人 

・裁判所が選任した管財

人（現経営者は退陣） 

・裁判所が選任した管財

人（経営責任のない現経

営者は管財人として経営

可） 

権利変更
（減免等）
の対象 

手続開始前の原因に基づ

いて生じた財産上の請求権

で無担保かつ優先権のない

もの【再生債権】 

①手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求

権【更生債権】 

②担保権付の請求権【更生担保権】 

③株主の権利 

担保権の取
扱い 

別除権（減免の対象にな

らず、担保権実行も制約さ

れない） 

ただし、競売手続の中止

命令制度及び担保権消滅制

度あり 

更生担保権（減免の対象になり、担保権実行も全

面的に制約される） 

計画の成立 

①再生債権者の決議による

再生計画案の可決 ＋ ②

裁判所の認可 

①更生債権者、更生担保権者、株主の決議による更

生計画案の可決 ＋ ②裁判所の認可 

可決要件 

出席した再生債権者等の

過半数で、債権総額の２分

の１以上の同意 

①更生債権者の組では債

権総額の３分の２以上の

同意 ＋ ②更生担保権

者の組では債権総額の５

分の４以上の同意 

①更生債権者の組では債

権総額の２分の１以上の

同意 ＋ ②更生担保権

者の組では債権総額４分

の３以上の同意 

計画の履行
の確保 

①監督委員が選任されてい

る場合は３年間履行を監督 

②管財人が選任されている

場合は管財人が再生計画を

遂行 

管財人が更生計画を遂行 

特 徴 

①手続に拘束される関係者

の範囲を限定した簡易迅速

な手続 

②現経営者の経営手腕等の

活用が可能 

③決議要件が緩和されてい

るため、計画の成立が容易 

①すべての利害関係人を手続に取り込み、会社の役

員、資本構成、組織変更まで含んだ抜本的な再建計

画の立案が可能な手続 

②担保権者の権利行使を全面的に制限 

③手続が複雑かつ厳格であるため、手続及び費用の

負担大 



標準的な進行のイメージ 
 

 経過月数 

申立から 開始から 

 0  申立 

   保全管理命令 

 

   保全管理人報告書提出 

 1.0 0 開始の決定（§41） 

    債権届出期間（始期） 

      2 月以内 

   管財人報告書提出（§84,§85Ⅰ）  （規 251Ⅴ） 

 2.5 1.5 財産状況報告集会（§851） 

   or 他の財産状況周知 

 

        2 週間～4月 

        （規§19①） 

    届出期間末日通知 

 

 3.0 2.0  債権届出期間（終期） 

      期限後届出 

 

     （§146Ⅱ）   1 週間～4月 

    管財人認否書提出（§146Ⅲ）   （規§19②） 

       特別調査期間設定 

 7.0 6.0  一般調査期間（始期） 

 

         1 週間～2月 

         （規§19②） 

 8.0 7.0  一般調査期間（終期） 

 

     査定申立（価格決定申立） 

     査定異議の訴え等    1 年以内 

          （§184Ⅲ） 

    更生債権等の確定 

 

 11.0 10.0 管財人更生計画案提出 

   決議に付す決定    （§139Ⅳ） 

 

 

 12.5 11.5 書面投票期限 

 

 

13.0  12.0 決議集会・認可決定 

 

 

法・規制上の時的制約


